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○漁業共済組合定款の基準

（昭和 39 年９月 16 日 39 水漁第 6275 号水産庁長官通知）

最終改正 令和８年３月１９日
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附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この組合は、組合員を構成する中小漁業者のために、漁業災害補償法（昭和 39 年法律第

158 号）の規定に基づき、漁業共済事業及び地域共済事業を行うことを目的とする。

（事業）

第２条 この組合は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の漁業共済事業及びこれに附

帯する事業を行う。

一 漁獲・特定養殖共済

二 養殖共済

三 漁業施設共済

四 地域共済事業

イ ○○共済

ロ △△共済

（名称）

第３条 この組合は、○○○漁業共済組合という。

（地区）

第４条 この組合の地区は、○○○の区域とする。

（事務所）

第５条 この組合の主たる事務所は、○○市に置く。

（公告）

第６条 この組合の公告は、この組合の掲示場に掲示してこれをする。

２ 前項の公告の内容は、書面をもって組合員に通知するものとする。

（規約）

第７条 この定款及び共済規程（地域共済事業に係る共済規程を含む。以下同じ。）に定めるもの

のほか、業務の執行及び会計その他必要な事項は、総会の議決を経て規約で定める。
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第２章 組合員

（組合員たる資格）

第８条 この組合の地区内に住所を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、この組合の

組合員となることができる。

（出資口数等）

第９条 組合員は、出資１口以上を有しなければならない。

２ 出資１口の金額は、１万円とする。

（出資の払込みの方法）

第 10 条 出資は、現金をもって、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。

（加入等）

第 11 条 この組合の組合員になろうとする者は、名称、住所及び引き受けようとする出資口数を

記載した加入申込書に、定款、加入についての総会の議事録等加入の意思を証する書面及び次

に掲げる事項を記載した書面を添付して、これをこの組合に提出しなければならない。

一 役員の氏名及び住所

二 その組合員（加入しようとする当該漁業協同組合を含む。）若しくは会員が営む漁業又はこ

れらの者が営む漁業の用に供する養殖施設若しくは漁具であってこの組合の行う漁業共済事

業及び地域共済事業の対象とするものについての概要

２ この組合は、前項の申込みを受け、これを承認しようとするときは、その旨を申込者に通知

し、引受出資口数に応ずる金額の全部の払込みをさせた後、組合員名簿に記載するものとする。

３ 申込者は、前項の規定による出資の払込みをすることによって組合員となる。

４ 出資口数を増加しようとする組合員については、第１項及び第２項の規定を準用する。ただ

し、第１項の規定による定款その他の書面の添付は、これを要しない。

（持分の譲渡し）

第 12 条 組合員は、この組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

２ 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、前条第１項及び第２項の規定を準用す

る。ただし、同条第２項の払込みをさせない。

（届出）

第 13 条 組合員がその資格を失い、又は定款若しくは役員の氏名若しくは住所に変更があったと

きは、直ちに、その旨を書面でこの組合に届け出なければならない。

（加入等の承認をしない場合）

第 14 条 この組合は、総会の招集の通知を発した日から総会の終了する日までの間は、加入及び

持分の譲渡しの承認をしない。

＜総代会を置く組合の場合＞

（加入等の承認をしない場合）

第 14 条 この組合は、総会の招集又は総代の選挙の通知を発した日から総会又は総代の選挙の投

票の終了する日までの間は、加入及び持分の譲渡しの承認をしない。
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（脱退）

第 15 条 組合員は、90 日前までに書面でこの組合に予告し、事業年度の終わりにおいて脱退す

ることができる。

２ 組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。

一 組合員たる資格の喪失

二 解散

三 除名

四 持分全部の譲渡し

（除名）

第 16 条 組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によって除名することがで

きる。この場合には、総会の会日の 10 日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、

総会で弁明する機会を与えなければならない。

一 この組合に対する義務の履行を怠ったとき。

二 この組合の事業を妨げることその他その適正円滑な運営を故意に阻害する行為をしたとき。

三 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又はこの組合の定款、共済規程若しくは規約に違

反し、その他この組合の信用を著しく失わせるような行為をしたとき。

２ 除名を議決したときは、その理由を明らかにした書面をもって、これをその組合員に通知し

なければならない。

（脱退者に対する払戻し）

第 17 条 組合員が脱退したときは、持分の全部の譲渡しによる場合を除き、この組合は、請求に

より、出資額を限度とし、その持分を払い戻すものとする。

２ 組合員が除名によって脱退した場合には、前項の規定にかかわらず、前項の規定により払い

戻す金額の半額を払い戻すものとする。

３ 第１項の持分は、その組合員の脱退した事業年度の終わりにおけるこの組合の財産をもって、

その者の払い込んだ出資額の払込み済みの全出資額に対する割合により算定する。

４ 持分を算定するにあたり、計算の基礎となる金額で１円未満のものは、これを切り捨てるも

のとする。

第 18 条 組合員が脱退した場合において、この組合と脱退した組合員たる漁業協同組合の組合員

又は組合員たる漁業協同組合連合会の会員（当該脱退した組合員を含み、当該脱退した組合員

たる漁業協同組合の組合員又は当該脱退した組合員たる漁業協同組合連合会の会員として、こ

の組合との間に共済契約が成立している者に限る。）との間に共済契約が成立しており、かつ、

当該共済契約に係る共済金額の合計額が当該脱退した組合員の出資額を超えているときは、こ

の組合は、当該共済契約の全部が終了し又は失効する時まで、当該脱退した組合員に対し、前

条第１項及び第２項の規定による払戻しを停止するものとする。

（出資口数の減少）

第 19 条 組合員は、90 日前までに書面でこの組合に予告し、この組合の承認を得て、事業年度

の終わりにおいて、その出資口数を減少することができる。

２ この組合は、その出資口数の減少によって、当該組合員の組合への出資額の当該組合員に係

る当該事業年度における漁業共済事業及び地域共済事業の利用分量の額に対する割合が他の組
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合員の組合への出資の合計額の他の組合員に係る当該事業年度における漁業共済事業及び地域

共済事業の利用分量の合計額に対する割合を下ることとならない場合であって、その出資口数

の減少によって組合の漁業共済事業及び地域共済事業の運営に支障を生ずることとならないと

きは、前項の承認をするものとする。

３ 組合員がその出資口数を減少した場合には、第 17 条第１項、第３項及び第４項の規定を準用

する。

第３章 役職員

（役員の定数）

第 20 条 この組合に、役員として理事○人及び監事○人を置く。

（役員の選任）

第 21 条 理事は、組合員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事（経営管理委員を

置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあっては、理事又は経営管理委員）又は組合員た

る漁業協同組合の組合員（准組合員を除くものとし、法人にあってはその代表者とする。）の中

から総会において選任する。

２ 総会において必要と認めるときは、その議決により、理事の定数の５分の２以下は前項に規

定する者以外から選任することができる。

３ 前２項に規定するもののほか、役員の選任は、附属書役員選任規程の定めるところによる。

（組合長等）

第 22 条 理事は、組合長及び専務理事各１人を互選するものとする。

第 23 条 組合長は、この組合を代表し、理事会の決定に従ってこの組合の業務を掌理する。

２ 専務理事は、組合長を補佐して、この組合の業務を処理し、組合長に事故があるときはその

職務を代理し、組合長が欠員のときはその職務を行う。

３ 組合長及び専務理事以外の理事は、あらかじめ理事会において定める順位に従い、組合長及

び専務理事にともに事故があるときはその職務を代理し、組合長及び専務理事がともに欠員の

ときはその職務を行う。

（監事）

第 24 条 監事は、少なくとも毎事業年度２回この組合の財産及び業務執行の状況を監査しなけれ

ばならない。

２ 監事は、前項の監査の結果につき総会及び理事会に報告し、意見を述べなければならない。

３ 監査についての細則は、監事が定める。

（理事会）

第 25 条 この組合の事業の運営につき、この定款及び共済規程で定めるもののほか、次に掲げる

事項は、理事会においてこれを決定する。

一 業務を執行するための方針の決定に関する事項

二 総会の招集及び総会に付議すべき事項

三 前各号の事項のほか、理事会において必要と認めた事項

第 26 条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
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２ 理事会の議事については、議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、出席

した理事の２分の１以上がこれに署名し、又は記名押印するものとする。

（役員の任期）

第 27 条 役員の任期は、３年とし、就任後３年を経過する日までの間における最終の決算期に関

する通常総会の終了の時までとする。

２ 補欠（定数の増加に伴う補充を含む。）のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわ

らず現任者の残任期間とする。

３ 理事又は監事の全員が、任期満了前に退任した場合において新たに選任された役員の任期は、

前項の規定にかかわらず、就任の日から起算して３年を経過する日までの間における最終の決

算期に関する通常総会が終了する時までとする。

４ 役員の任期がその任期中の最終の決算期に関する通常総会が終了する時までの間に終了する

ときは、その任期をその通常総会が終了する時まで延長する。

５ 理事又は監事の全員が欠けたときは、役員の解任の請求又は役員の解任命令による解任の場

合を除き、退任した理事又は監事は、後任者のうち少なくとも１人が就任するまで、なおその

職務を行う。

（役員の忠実義務）

第 28 条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、共済規程、規約及び総会の決

議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

２ 役員がその任務を怠ったときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

３ 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったときは、その役員は、第三者に対

し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき、事業報告書、財産目録、貸借対照表、

損益計算書、剰余金処分案若しくは損失処理案に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公

告をしたときも、同様とする。

（役員の退任）

第 29 条 役員は、その任期満了前に、附属書役員選任規程第１条第２号から第４号までに掲げる

者となったとき、又は第 21 条第２項の規定により選任された理事以外の理事が同条第１項に規

定する者でなくなったときは、その事由が発生した時に退任する。

（参事及び会計主任）

第 30 条 この組合は、参事１人及び会計主任１人を置くことができる。

２ 参事及び会計主任の選任及び解任は、全理事の過半数によって決する。

３ 参事は、理事会の決定により、事務所において、この組合の事業に関する一切の業務を理事

に代わって行う権限を有する。

４ 会計主任は、この組合の財務及び会計に関する事務を処理し、財務及び会計に関する帳簿、

証ひょう書類等の保管並びに金銭の出納及び保管の責めに任ずる。

（職員退職給与規程）

第 31 条 この組合は、職員退職給与規程の定めるところにより、毎年度職員退職給与引当金を引

きあてるものとする。

２ 職員退職給与規程は、理事会の議決によって定める。
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＜損害評価会を組合に置く場合＞

（損害評価会）

第 32 条 この組合に、損害評価会を置く。

２ 損害評価会は、共済事故による損失又は損害の認定に関する重要事項及び漁業災害補償法第

93 条第１項（同法第 196 条の 17 において準用する場合を含む。）の規定による免責に関する事

項について調査審議する。

３ 損害評価会は、前項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、組合長が理事会

の承認を得て委嘱する委員○人をもって組織する。

＜損害評価会を全国漁業共済組合連合会に委託する場合＞

（損債評価会）

第 32 条 この組合は、共済事故による損失又は損害の認定に関する重要事項及び漁業災害補償法

第 93 条第１項（同法第 196 条の 17 において準用する場合を含む。）の規定による免責に関する

事項について調査審議する事務を、全国漁業共済組合連合会に置かれる損害評価会に委託する

ものとする。

第 4 章 総会

（総会の招集）

第 33 条 理事は、毎事業年度１回５月又は６月に通常総会を招集するものとする。

２ 理事は、次の場合に臨時総会を招集する。

一 理事会が必要と認めたとき。

二 組合員が総組合員の５分の１以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記

載した書面又は電磁的方法をもって理事に提出して総会の招集を請求したとき。

三 組合員が総組合員の５分の１以上の連署をもって役員の解任の請求をしたとき。

３ 前項第２号又は第３号の場合には、理事は請求のあった日から 20 日以内に総会を招集しなけ

ればならない。

４ 監事は、次の場合に臨時総会を招集する。

一 理事の職務を行う者がないとき、又は第２項第２号若しくは第３号の請求があった場合に

おいて理事が正当な理由がないのに招集の手続をしないとき。

二 監事が財産の状況又は業務の執行について不整の点があることを発見した場合において、

これを総会に報告するため必要と認めたとき。

５ 総会の招集の通知は、その会日の７日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を

記載した書面又は電磁的方法をもってしなければならない。

（総会の議決事項）

第 34 条 法令、この定款又は共済規程で定めるもののほか、次の事項は、総会の議決を経なけれ

ばならない。

一 定款の変更

二 共済規程の設定又は変更
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三 規約の設定、変更及び廃止

四 毎事業年度の事業計画の設定及び変更

五 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案

六 毎事業年度内における借入金の最高限度

七 役員の報酬

（総会の定足数）

第 35 条 総会は、総組合員の２分の１以上が出席しなければ議事を開いて議決することができな

い。

２ 前項に規定する組合員の出席がないときは、理事は 20 日以内にさらに総会を招集しなければ

ならない。この場合には、前項の規定にかかわらず、第 38 条各号に掲げる事項及び役員の選任

を除き、総組合員の４分の１以上が出席すれば、議事を開いて議決することができる。

（総会の議事）

第 36 条 総会では第 33 条第５項の規定によりあらかじめ通知した事項に限って議決するものと

する。ただし、第 38 条各号に掲げる事項及び役員の選任を除き、緊急を要する事項については、

この限りでない。

第 37 条 総会の議事は、次条に規定する場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。

２ 議長は、総会において、出席した組合員の代表者のうちから組合員がそのつど選任する。

（特別の議決）

第 38 条 次の事項は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の３分の２以上の多数による議決

を必要とする。

一 定款の変更

二 解散又は合併

三 組合員の除名

（総会の延期又は続行の決議）

第 39 条 総会の会日は、総会の議決により延期し、又は続行することができる。

（議決権の行使）

第 40 条 組合員は、第 34 条第５項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面、代

理人又は電磁的方法をもって議決権を行うことができる。

２ 前項の規定により議決権を行う者は、これを出席者とみなす。

３ 第１項の規定により書面をもって議決権を行おうとする組合員は、第 33 条第５項の規定によ

りあらかじめ通知のあった事項につき、書面にそれぞれの賛否を記入してこれに署名又は記名

押印し、総会の開会までにこの組合に提出しなければならない。この場合において、当該書面

の提出に代えて、電磁的方法により提出することができる。

４ 第１項に規定する代理人は、その組合員の使用人又はその他の組合員でなければならない。

５ 代理人が代理しうる組合員の数は、２人までとする。

６ 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。この場合において、

当該書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。

第 41 条 総会においてこの組合と組合員との関係について議決を行なう場合には、その組合員は、
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その議決については議決権を有しない。

（議事録）

第 42 条 総会の議事については、規約で定めるところにより、漁業災害補償法施行規則（昭和３

９年農林省令第３５号）第５条の２号各号に定める事項その他必要な事項を記載した議事録を

作成し、議長及び出席した理事がこれに署名し、又は記名押印するものとする。

＜総代会を置く組合の場合＞

第 4 章の 2 総代会

（総代会）

第 42 条の２ この組合は、総会に代わるべき総代会を設置するものとする。

２ 総代は、組合員でなければならない。

３ 総代の定数は、○人とし、次の各区ごとに、その区内に住所の有する組合員がその区内に住

所を有する組合員の中から選挙する。

第○区 （○○県○○郡○○町） ○人

第○区 （○○県○○郡○○町） ○人

第○区 （○○県○○郡○○町） ○人

第○区 （○○県○○郡○○町） ○人

４ 総代は、附属書総代選挙規程の定めるところにより、組合員がこれを選挙する。

（総代の任期）

第 42 条の３ 総代の任期は、３年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、補

欠選挙（定数の増加に伴う場合の補充選挙を含む。）によって選挙される総代の任期は、退任し

た総代の残任期間とする。

２ 前項の規定による選挙が、総代の全員に係るときは、その任期は、前項ただし書の規定にか

かわらず３年とし、就任の日から起算する。

（議決権等）

第 42 条の４ 総代は、各一個の議決権を有する。

２ 総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、第 33 条第２項第２号及び第

３号中「組合員」とあるのは「組合員又は総代」と、第 40 条第４項中「その組合員の使用人又

はその他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第５項中「２人」とあるのは「１人」

と、第 42 条中「総会」とあるのは「総代会」と読み替えるものとする。

３ 総代会においては、前項の規定にかかわらず、組合の解散を議決することはできない。

第５章 業務の執行及び会計

（事業年度）

第 43 条 この組合の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日に終わるものとする。

（共済規程）

第 44 条 次の事項は、共済規程の定めるところによる。

一 漁業共済事業及び地域共済事業の細目に関する事項
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二 共済掛金に関する事項

三 共済金額に関する事項

四 共済責任に関する事項

五 損失又は損害の認定に関する事項その他漁業共済事業又は地域共済事業の実施の方法に関

する事項

六 共済契約の締結に関する事項

（勘定区分）

第 45 条 この組合の会計は、次の勘定に区分して経理する。

一 漁獲・特定養殖共済に関する勘定

二 養殖共済に関する勘定

三 漁業施設共済に関する勘定

四 漁業共済事業の業務の執行に要する経費に関する勘定

五 地域共済事業に関する勘定

六 地域共済事業の業務の執行に要する経費に関する勘定

（責任準備金の積立て）

第 46 条 この組合は、毎事業年度の終わりにおいて存する共済責任につき、次に掲げる金額（当

該金額のうち附加共済掛金に相当する部分については、その２分の１）を責任準備金として積

み立てるものとする。

一 漁獲・特定養殖共済については、次に掲げる金額の合計額

イ 共済掛金（共済掛金が概算金額をもって支払われている場合にあっては、その概算金額。

以下この項において同じ。）のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額から再共済掛

金（共済掛金が概算金額をもって支払われている場合にあっては、その概算金額のうち再

共済掛金に相当する部分の金額とする。以下この項において同じ。）のうち純再共済掛金に

相当する部分の金額の合計額を差し引いて得た金額

ロ 共済契約ごとに、共済掛金のうち附加共済掛金に相当する部分の金額から再共済掛金の

うち附加再共済掛金に相当する部分の金額を差し引いて得た金額につき、共済責任期間の

うちまだ経過しない期間の共済責任期間に対する割合（以下「未経過期間割合」という。）

によって算定した金額の合計額

二 養殖共済については、共済契約ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額に

つき、未経過期間割合によって算定した金額の合計額

三 漁業施設共済（定置網に属する漁網を共済目的とするものを除く。）については、共済契約

ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額につき、未経過期間割合によって算

定した金額の合計額

四 定置網に属する漁網を共済目的とする漁業施設共済については、共済契約ごと及び共済規

程で共済責任期間を危険の程度により分けて定める時期ごとに、共済掛金から再共済掛金を

差し引いて得た金額のうち当該時期に対応する部分として共済規程で定める部分につき、当

該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合によって算定した部分の金額

の合計額の総計

五 地域共済事業については、次に掲げる金額の合計額
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イ ○○共済（収穫高保険方式をとる地域共済であって、ロに掲げる以外のもの）につき、

第１号の規定の例により算定した額

ロ △△共済（収穫高保険方式をとる地域共済のうち操業の制限を受けた期間に応じて算定

するもの及び物損保険方式をとる地域共済）につき、第２号の規定の例により算定した額

２ 前項の積み立てなければならない責任準備金の金額を計算するには、未経過期間割合及び前

項第４号の当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合については日割で

計算する。

（支払備金の積立て）

第 47 条 この組合は、毎事業年度の終わりにおいて、次に掲げる金額から、これにつき連合会か

ら受けるべき再共済金及び再共済掛金の払戻金に相当する金額を差し引いて得た金額の合計額

を漁業共済事業に係るものと地域共済事業に係るものに区分して、それぞれ支払備金として積

み立てるものとする。

一 共済金の支払又は共済掛金の払戻し若しくは返還をすべき場合において、まだその金額が

確定していないものがあるときは、その金額の見込額

二 共済金の支払又は共済掛金の払戻し若しくは返還に関して訴訟係属中のものがあるときは、

その金額

（剰余金の処分等）

第 48 条 この組合は、毎事業年度の剰余金の全部を準備金として積み立てるものとする。

２ 前項の準備金は、損失の塡補に充てる場合を除いては、これを取りくずさないものとする。 

（損失の処理）

第 49 条 損失の塡補は、前条の準備金をもってし、なお残余があるときは、翌事業年度に繰り越

すものとする。

（余裕金の運用）

第 50 条 この組合の余裕金は、次の方法によって運用するものとする。

一 〇〇信用漁業協同組合連合会、農林中央金庫又は総会において指定する金融機関への預貯

金

二 国債、地方債、農林債券その他特別の法律により法人の発行する債券、社債又は公社債投

資信託若しくは貸付信託の受益証券の取得

三 総会において指定する信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

四 独立行政法人農林漁業信用基金への金銭の寄託

附 則

１ この組合の設立当時の役員の任期は、この組合の成立した日から昭和○年 5月 31 日までとす

る。

２ この組合の設立当初の事業年度は、この組合の成立の日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わるも

のとする。

〔昭和 40 年 5 月 6 日 40 水漁第 3134 号 一部改正〕

〔昭和 49 年 10 月 1 日 49 水漁第 4409 号 一部改正〕

前 文〔平成 7 年 9 月 20 日 7 水漁第 2866 号〕（抄）
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平成 7 年 10 月 1 日から施行する。

附 則〔平成 12 年 3 月 8 日 12 水漁第 341 号〕

この定款の変更は、農林水産大臣の認可の日から施行し、平成 12 年 4 月 1 日から適用する。

附 則〔平成 14 年 9 月 30 日 14 水漁第 1586 号〕

１ この定款の変更は、平成 14 年 10 月 1 日から適用する。

２ 変更後の第 45 条第 4 号及び第 46 条第 1 項第 1 号から第 4 号までの規定は、その共済責任期

間の開始日が平成 14 年 10 月 1 日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間

の開始日が平成 14 年 9 月 30 日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。

附 則〔平成 14 年 12 月 18 日 14 水漁第 2113 号〕

この定款の変更は、平成 15 年 1 月 1 日から適用する。

附 則〔平成 15 年 4 月 10 日 15 水漁第 165 号〕

この定款の変更は、平成 15 年 10 月 1 日から適用する。

附 則〔平成 17 年 4 月 19 日 17 水漁第 218 号〕

この定款の変更は、平成 17 年 月 日から適用する。

附 則〔平成 18 年５月 22 日 18 水漁第 513 号〕

この定款の変更は、平成 18 年 8 月 1 日から適用する。

附 則〔平成 21 年 9 月 16 日 21 水漁第 1528 号〕

１ この定款の変更は、平成 21 年 10 月 1 日から適用する。

２ 変更後の第 46 条第 5 号の規定は、その共済責任期間の開始日が平成 21 年 10 月 1 日以後の日

である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年 9月 30 日以前の日である共

済契約については、なお従前の例による。

附 則〔令和８年３月 24 日水漁第 1705 号〕

この定款の変更は、令和８年４月 1 日から適用する。
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（附属書）

役員選任規程

（候補者とすることができない者）

第１条 次に掲げる者は、役員の候補者とすることができない。

一 未成年者

二 成年被後見人又は被保佐人

三 破産者で復権のできない者

四 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなる

までの者（ただし、刑の執行猶予中の者は、この限りではない。）

（選任の期日）

第２条 役員の任期満了による選任は、役員の任期満了の日から２箇月前まではこれを行なわな

い。

（選任の方法）

第３条 役員は、総会の議決によって選任する。

第４条 役員の選任に関する議案は、組合長がこれを総会に提出する。

２ 組合長は、役員の選任に関する議案を総会に提出するには、当該総会においてそのつど選任

される推薦委員をもって構成する推薦会議において推薦された者につき議案を作成してしなけ

ればならない。

３ ２人以上の役員を選任する場合においては、役員に推薦された者につき、理事に推薦された

者と監事に推薦された者とを区分するときを除き、区分して議案を作成してはならない。

第５条 推薦会議は、前条第２項の規定により役員の候補者を推薦しようとするときは、あらか

じめ、その者の承諾を得ておかなければならない。

（通知及び公告）

第６条 役員の選任に関する議案が総会において可決されたときは、組合長は、直ちに役員に選

任された者（以下「被選任者」という。）にその旨を通知し、同時に被選任者の住所及び氏名並

びに理事又は監事の別を公告しなければならない。

２ 被選任者は、前項の規定による公告があった時に役員に就任するものとする。

（補欠の選任）

第７条 役員中欠員を生じた場合において、その欠員数が理事若しくは監事の定数の３分の１を

超えることとなったとき又は理事が必要と認めるときは、補欠選任を行わなければならない。

２ 前項の補欠選任は、役員の任期満了日の４月前の日以後はこれを行わない。

３ 第１項の場合には、前条までの規定を準用する。
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＜総代会を置く組合の場合＞

（附属書）

漁業共済組合総代選挙規程

（選挙期日）

第１条 総代の任期の満了による選挙は、当該総代の任期の満了する日の 60 日前の日以後にこれ

を行う。

２ 第 24 条の規定による再選挙又は第 25 条の規定による補欠選挙は、これを行うべき事由の生

じた日から 30 日以内にこれを行う。

（選挙区）

第２条 総代の選挙は、定款第 43 条第３項に定める各区（以下「選挙区」という。）ごとにこれ

を行う。

（選挙の通知及び公告）

第３条 組合長は、選挙期日の 14 日前までに、選挙管理者の氏名、投票開始の時刻、投票終了の

時刻、投票所、開票所及び選挙される選挙区ごとの総代の数を書面をもって組合員に通知し、

かつ、公告しなければならない。

（投票所）

第４条 投票所は選挙管理者の指定する場所に設ける。

（選挙管理者等）

第５条 選挙管理者は、組合長又は選挙ごとに組合長の指名した役職員若しくは組合員とする。

ただし、組合員を指名したときは、本人の承諾を得なければならない。

２ 選挙立会人は、選挙ごとに選挙管理者が組合員のうちから、３人の立会人を選任する。この

場合には、本人の承諾を得なければならない。

３ 総代の候補者は、選挙管理者及び選挙立会人になることができない。

（選挙管理者の職務）

第６条 選挙管理者は、選挙に関する事務を統轄し、選挙立会人の立会いの上、投票箱を開いて

点検し、各人の投票数を計算し、選挙録を作って選挙に関する次第を記載し、選挙立会人とと

もにこれに署名又は記名押印しなければならない。

２ 投票の効力は、選挙立会人が決める。可否同数のときは、選挙管理者が決める。

（選挙録等の保存）

第７条 選挙録は、投票用紙と併せて、その選挙に係る総代の在任期間中この組合において保存

するものとする。

（候補者）

第８条 組合員でなければ自ら総代の候補者となり、又は総代の候補者を推薦することができな

い。

２ 自ら総代の候補者となろうとする者は、選挙期日の公告のあった日から選挙期日の７日前ま

での間に、その旨を書面をもって選挙管理者に届け出なければならない。

３ 総代の候補者を推薦しようとする者は、本人の承諾書を添え、前項の期間内に、その旨を書

面をもって選挙管理者に届け出なければならない。

４ 選挙管理者は、総代の候補者の住所、名称及び立候補者又は被推薦の別を前２項の届出があ
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ったときから選挙期日の前日まで公告し、かつ、選挙の当日投票所に掲示するものとする。

５ 総代の候補者が候補を辞退した場合には、候補者又は候補者を推薦した者は、直ちに、その

旨を書面をもって選挙管理者に届け出なければならない。

６ 前項の届出があった場合は、選挙管理者は直ちにその旨を公告する。

（選挙の方法）

第９条 選挙は、無記名投票でこれを行う。

２ 投票は、一組合員につき一票とする。

（選挙の無効）

第 10 条 選挙区の組合員の２分の１以上の投票がなければ、当該選挙区における選挙は無効とす

る。

（投票）

第 11 条 組合員の代表者（以下「投票人」という。）は、選挙の当日組合員名簿の記載等により、

その資格を明らかにした上投票用紙の交付を受けるものとする。

２ 投票人は、前項の投票用紙に候補者の名称を自書して、これを投票箱に入れなければならな

い。

３ 投票用紙に記載する選挙される総代の数は、１人とする。

４ 第３条の規定により広告した投票終了の時刻までに投票所に到着していない投票人は、投票

をすることができない。

５ 第３条の規定による投票開始の時刻は○時とし、投票終了の時刻は○時とする。

（郵送による投票）

第 12 条 組合員で選挙の当日その投票人が自ら投票所に行き投票することを困難とする事由が

あるものの投票については、投票人が現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これ

を郵送する方法により行わせることができる。

２ 組合員は、前項に規定する事由があると認められる場合には、選挙期日の前日までに選挙管

理者に対し、その事由を示して投票用封筒及び投票用紙の交付を請求することができる。

３ 選挙管理者は、前項の規定による請求があった場合において当該請求がやむを得ないものと

認めたときは、前条第１項の規定にかかわらず、組合員の資格を確認の上、すみやかに投票用

封筒（（甲）及び（乙）の２種類とする。）及び投票用紙を交付し、かつ、候補者の住所及び名

称を通知しなければならない。

第 13 条 投票人は、前条第１項に規定する方法により、投票するときは、第 11 条第２項の規定

にかかわらず、投票用紙に総代の候補者の名称を自書し、これを投票用封筒（乙）に封入し、

これを投票用封筒（甲）に封入し、その所定の欄に署名又は記名押印の上、選挙管理者に対し、

投票終了の時刻までに到着するように、郵送をもって送付しなければならない。

２ 投票人は、前項の規定により投票用紙を投票用封筒（乙）に封入する場合及び投票用封筒（乙）

を投票用封筒（甲）に封入する場合には、それぞれ投票用紙以外のもの又は投票用封筒（乙）

以外のものを封入してはならない。

３ 投票人は、投票用封筒（乙）には、何も記載し、又は添付しなければならない。

４ 選挙管理者は、第１項の規定により投票用封筒（甲）の送付を受けたときは、直ちにこれを

開き、封入された投票用封筒（乙）を次条の規定により開くまで誠実に保管しなければならな
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い。

第 14 条 選挙管理者は、投票箱を閉める前に前条第４項の規定により保管していた投票用封筒

（乙）を開き、直ちに封入されていた投票用紙を投票箱に入れなければならない。ただし、第

16 条の規定により投票を拒否する場合は、この限りではない。

第 15 条 投票終了の時刻以後に到着した投票用封筒（甲）があるときは、これに封入されている

投票用紙は、投票箱に入れることができない。

（投票の拒否）

第 16 条 投票の拒否は、選挙立会人が決める。可否同数のときは、選挙管理者が決める。

（開票）

第 17 条 開票所は、この組合の事務所に設ける。

２ 開票は、投票の当日○時から行う。

（無効投票）

第 18 条 次に掲げる投票は、無効投票とする。

一 所定の用紙を用いないもの

二 候補者の名称のほか他事を記載したもの（住所又は敬称の類を記載したものを除く。）

三 候補者の何人であるか確認し難い名称を記載したもの

四 候補者でない者の名称を記載したもの

五 候補者の名称を自書しないもの

六 第 24 条の規定による再選挙又は第 25 条の規定による補欠選挙の場合にあっては、それぞ

れ既に当選人となっている者の名称又は現に総代である者の名称を記載したもの

七 一票中に２人以上の候補者の名称を記載したもの

（当選人）

第 19 条 有効得票の多数を得た者をもって当選人とする。

２ 当選人を定めるにあたり、得票数が同数のものについては、選挙管理者が抽選の上当選人を

定める。

（無投票による当選）

第 20 条 候補者がその選挙において選挙する総代の数を超えないとき又は超えなくなったとき

は、投票は行わない。

２ 前項の規定により、投票を行わないこととなったときは、選挙管理者はただちに公告しなけ

ればならない。

３ 第１項の場合においては、当該候補者を当選人とする。

（当選の通知等）

第 21 条 当選人が定まったときは、選挙管理者は、直ちに当選人に当選の旨を通知し、同時に当

選人の住所及び名称を公告しなければならない。

２ 前項の通知を発した日から５日以内に当選を辞する旨の届出がないときは、当選人は、その

当選を承諾したものとみなす。

（当選人の繰上げ補充）

第 22 条 当選人が前条第２項の期間満了の日までに、当選を辞し、又は解散したときは、選挙管

理者は、直ちに第 19 条の例によって当選人を定めなければならない。
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２ 前項の規定により当選人が定まった場合には、前条の規定を準用する。

（就任）

第 23 条 選挙管理者は、第 21 条第２項（前条第２項において準用する場合を含む。）の期間満了

の日の翌日当選人の住所及び名称を公告しなければならない。

２ 当選人は、前項の公告があったときに総代に就任するものとする。

３ 前項の規定にかかわらず、総代の任期満了に伴う選挙の当選人は、第１項の公告のときが現

任総代の任期満了前であるときは、その任期満了の日の翌日に総代に就任するものとする。

（再選挙）

第24条 第19条から第22条までの規定による当選人がない場合又は選挙すべき総代の数に足り

る当選人を得ることができない場合は、その不足の員数につき、再選挙を行わなければならな

い。

（補欠選挙）

第 25 条 総代中欠員を生じた場合において、その欠員数が総代の定数の３分の１以上になったと

き又は理事会が必要と認めるときは、補欠選挙を行わなければならない。

２ 前項の補欠選挙は、総代の任期の満了する日の 90 日前の日以後は、これを行わない。


